
 

○疑義照会回答（国民年金 保険料） 

 
 

１．国民年金保険料免除理由該当・消滅届……………………………Ｐ1 整理番号 1～4 

２．国民年金保険料免除申請書…………………………………………Ｐ4 整理番号 1～7 

３．国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書………………………Ｐ8 整理番号 1～2 

４．国民年金保険料学生納付特例申請書………………………………Ｐ9 整理番号 1 

５．国民年金保険料還付請求書…………………………………………Ｐ10 整理番号 1～2 

６．その他…………………………………………………………………Ｐ11 整理番号 1 
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 国民年金保険
料免除理由該
当・消滅届 

1 生活保護によ
る法定免除に
ついて 

国民年金法第
89 条第 2 号、国
民年金法施行規
則第 74 条第 1 
号 
生活保護法第  
26 条 

次の事例について、国民年金法第 89 条第 2 号による法定免除
の取扱いをご教示願います。 
1. 生活保護の生活扶助及びその他の扶助を受給していた方が、生
活扶助を受給しなくなり、引き続きその他の扶助を受給している場
合は、法定免除に該当しますか。 
2. 全ての扶助を受給しなくなり、生活保護の「廃止」ではなく「停
止」となった場合は、法定免除に該当しますか。 

生活保護に係る法定免除については、国民年金法第 89 条第 2 号に規定されて 
おり、法定免除となる援助については、同法施行規則第 74 条第 1 号に「生活保
護法による生活扶助」と規定されています。 

生活保護については、その当該世帯につき認定した最低生活費と収入との対
比によって支給額が決定されています。生活保護受給者に収入がある場合は、
生活扶助から順に住宅、教育、介護の各扶助に充当させその最低生活費との不
足額について支給額が決定されています。 

生活保護の「廃止」については、①保護世帯の定期収入の恒常的な増加、ま
たは、最低生活費の恒常的な減少により、以後特別な事情が生じない限り保護
を再開する必要がないと認められる場合、②保護世帯の臨時的な収入の増加、
または、最低生活費の臨時的な減少により、以後概ね 6 ヵ月を越えて保護を要
しない状態が継続する場合が基準として示されています。この場合は、法定免
除については非該当になります。 

次に「停止」については、①保護世帯の臨時的な収入の増加、または、最低
生活費の減少等により、一時的に保護を要しない状態にあり、概ね 6 ヵ月以内
に再び保護を要することを予測される場合、②保護世帯の定期収入の恒常的な
増加、または、最低生活費の恒常的な減少により、保護を要しないと認められ
るが、この状態が今後継続するかの確実性がないため、生活状況の経過を観察
する必要がある場合が基準とされています。この場合、保護の一時的な中断で
あるとのことから、引き続き法定免除に該当することになります。 

よって、1.の場合は、一時的に生活扶助を受給していない場合であることか
ら法定免除に該当します。 

次に、2.の場合は、一時的に生活扶助が停止された場合であっても、ある時
期が到来すれば生活保護が必要となることが予見される場合に行われる保護の
一時的な中断であることから、引き続き法定免除に該当します。 

 国民年金保険
料免除理由該
当・消滅届 

2 障害等級 3 級
に該当しなく
なったまま 3 
年経過したた
め法定免除が
非該当になっ
た方が、再び
障害等級 3 級
に該当した場
合の取扱いに
ついて 

国民年金法第  
89 条第 1 号 
国民年金法施行
令第 6 条の 5 第 
1 項第 1 号、第 6 
条の 5 第 2 項 
平成 6 年 11 月 9 
日庁保険発第
3 5  号 

国民年金法第 89 条において、障害等級 3 級に該当しなくなっ 
たまま 3 年経過した方は、法定免除が非該当になるとされていま 

すが、その後、再び障害等級の 3 級に該当した場合は、法定免除
に該当するのかご教示願います。 

障害等級 3 級に該当しなくなったまま 3 年経過したことにより法定免除が非 
該当になった受給権者が、再び障害等級 3 級に該当したことにより障害厚生年
金等の支給が再開された場合においては、法定免除に該当しません。 
国民年金保険料の法定免除については、国民年金法第 89 条第 1 号に「障害基

礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障
害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者…であるとき。」と
規定されており、「政令で定める」とは、同法施行令第 6 条の 5 第 1 項 
第 1 号に「被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金（障害の程度 
が第 4 条の 6 に定める障害の程度に該当する者に支給するものに限る。）」と規 
定され、同法施行令第 4 条の 6 関係の別表には障害の程度は 1 級及び 2 級とさ
れています。 
国民年金法第 89 条第 1 号括弧書きには、「（最後に厚生年金保険法第 47 条第 2 

項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態…その他の政令で定める者
を除く。）であるとき。」と規定されており、その政令で定める者とは、国民年金
法施行令第 6 条の 5 第 2 項に定められており、その者については法定免除から
除きます。 
なお、「国民年金法等の一部を改正する法律等による改正後の国民年金法等の施行

について」（平成 6 年 11 月 9 日庁保険発第 35 号）には、「障害等級に該当 
することなく 3 年を経過した障害基礎年金等の受給権者は、保険料の納付を要 
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      することとされた」ことが記載されています。 
上記から、法定免除が非該当となった障害基礎年金等の受給権者が再び障害

等級 3 級に該当したとしても、国民年金法施行令第 6 条の 5 第 1 項第 1 号に規 
定する同法施行令第 4 条の 6 に定める障害の状態（別表）に該当していない場
合は、法定免除に該当しません。 

 国民年金保険
料免除理由該
当・消滅届 

3 外国人にかか
る国民年金法
第 89 条第 2 項
の適用につい
て 

国民年金法第  
89 条第 2 号 
国民年金法施行
規則第 74 条各
号 
生活保護法第 1 
条（この法律の
目的） 
昭和 29 年 5 月 8 
日付社発第 382 
号厚生省社会局
長通知 

国民年金法第 89 条第 2 号に規定されている法定免除は、
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による生活扶助その他
の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるときは、その
該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくな
る日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの
及び前納されたものを除き、納付することを要しないとされてい
ます。法定免除が該当する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 
号）は、日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、国が生活
に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護
を行い、その最低限度の生活を保障する目的であるとされてお
り、日本国民に限定されているものとなっております。 
しかし、生活に困窮する外国人においても、昭和 29 年 5 月 8 

日付社発第 382 号厚生省社会局長通知にて、「生活保護法第 1 条
により、外国人は法の適用対象とはならないのであるが、当分の
間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護
の決定実施の取扱に準じて必要と認める保護を行うこと」とされ
ており、日本国民に限定されている保護の対象を、同法を準用し、
予算措置として永住者、定住者等に拡大し、法律上の権利として
保障されていない外国人に対し実施されています。 
以上のことを踏まえ、外国人に対して支給される生活の保護に

ついても、日本国民のみに適用される生活保護法と同様の性質であ
るものと考えられることから、免除事由該当届を届出した外国人
が、生活保護法に準用した行政措置による生活扶助を受給してい
る場合は、国民年金法第 89 条第 2 号に該当するものとして取り
扱うことが可能かご教示願います。 

国民年金法第 89 条第 2 号より規定される法定免除は「生活保護法（昭和 25 
年法律第 144 号）による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定める
ものを受けるとき。」とされています。 

また、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（昭和 29 年 
5 月 8 日社発第 382 号各都道府県知事あて厚生省社会局長通知）（以下「社会局 

長通知」という）において「生活保護法（以下単に「法」という）第 1 条によ
り、外国人は法の適用対象とならないものであるが、～一般国民に対する生活
保護の決定実施の取扱に準じて必要と認める保護を行うこと。」と示されていま
す。 

このことから、外国人に対する生活保護の給付については、生活保護法に根
拠を有さずに、行政措置として生活保護法上の保護の決定実施に係る取扱に準
じて、外国人に対する生活保護の給付を行っているものです。 
したがって、社会局長通知に基づく生活保護を受けている外国人については、

国民年金法第 89 条第 2 号に規定する法定免除には該当しないものです。 
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2024/9/11 
 

国民年金保険
料免除理由該
当・消滅届 

4 産前産後免除
期間に付加保
険料を納付し
ている者が遡
及して法定免
除に該当した
場合の取扱い
について 

国民年金法第87
条の2、第88条
の2、第89条 
 

 ＜記録＞ 

・被保険者記録 

 第１号被保険者 令和4年2月16日から令和5年2月27日 

 付加申出    令和4年2月16日 

 産前産後期間  令和4年10月から令和5年1月（付加保険料納

付済） 

  

・遡及した法定免除該当 

 障害基礎年金受給権発生日 令和4年1月3日 

 法定免除該当期間     令和4年2月～ 

 保険料の納付        希望しない 

 

遡って法定免除に該当した場合の保険料の取扱いとして、国民

年金法第89条第2項に基づく保険料の納付を希望しない場合、既

に納付されている定額保険料及び付加保険料については過誤納と

して取扱い、被保険者へ還付しているところです。 
国民年金法第88条の2に基づく産前産後免除期間について、国

民年金法第87条の2第2項に基づく付加保険料の納付ができると明
記されていますが、遡って法定免除に該当した期間に係る産前産
後免除期間の付加保険料の取扱いは明記されていません。遡及し
た法定免除該当期間に係る産前産後免除該当期間の付加保険料を
納付済のままとしてよいかご教示願います。 

国民年金法第88条の2及び第89条の規定に基づき、第88条の2の産前産後免除

期間は、第89条の法定免除期間よりも優先されることから、平成30年12月6日

年管管発1206第1号「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度

の施行に伴う事務の取扱い」においてその旨を示しています。 
したがって、令和4年10月から令和5年1月までの期間は、産前産後免除期間

に該当し、法定免除期間に該当するわけではなく、産前産後免除期間中は付加
保険料を納めることが可能なため、国民年金法第87条の2第1項より、付加保険
料の納付申出及び付加保険料納付申出に対する承認は引き続き有効となること
から、既に納付されている付加保険料を過誤納として還付することはできない
と考えます。また、国民年金法第87条の2第3項では、付加保険料を納付する者
となったものは「（略）いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をし
た日の属する月の前月以後の各月に係る保険料（略）につき第一項の規定によ
り保険料を納付する者でなくなることができる。」と規定されており、今回の
事例のように、遡って納付する者でなくなることは認められていないことか
ら、令和4年10月から令和5年1月までの期間は納付済として扱うことが適当と
考えます。 
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 国民年金保険
料免除申請書 

1 失業等を理由
とする国民年
金保険料  免
除・納付猶予申
請に係る添付
書類について 

国民年金法第 90 
条、第 90 条の 2、
国民年金法施行
規則第 77 条の 7 
平成 18 年 10 月 
13 日庁保険発第 
1013001 号 

失業等を理由とする国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る添付
書類について照会します。 
A.事業主以外の者 
1. 雇用保険の被保険者であった者 
雇用保険受給資格者証の写し等公共職業安定所が発行した書類 
2. 雇用保険の適用除外となる国、都道府県、市町村等に雇用される者
当該雇用先の国等が証明した書類 
3.1.2.以外の者 
離職の事実を確認できる事業主の証明書及び個人住民税に関する書類 
（1） 離職により特別徴収から普通徴収に切り替わった場合
そのことがわかる納税通知書の写し又は領収書の写し 
（2） 特別徴収であったが、残額を離職時に一括徴収した場合 
その旨が記載された事業主の証明書又はそのことが確認できる給与明
細書等の写し 
（3） もともと普通徴収であった場合 
離職以前の納税通知書の写し又は領収書の写し 
（離職時に普通徴収対象者であったことを確認するため） 
（4） 住民税が非課税の場合 
市区町村で発行される非課税証明書 
Ａ.事業主以外の者 3.（3）（4）について、現在は上記の添付書類を

求めていますが、「国民年金保険料の免除等に係る適切な事務処理の徹底
について（通知）」（平成 18 年 10 月 13 日庁保険発第 1013001 号）の内
容でも、(2)と同じ取扱い（その旨が記載された事業主の証明書等があ
れば、納税通知書等の写し、非課税証明書の写しなどは不要）でよい
のではないかと考えます。 
B.法人事業所の事業主 
1.(1)総合支援資金貸付制度申請時の添付書類の写し及び決定通知書
の写し 
(2)事業の休止又は廃止の事実が確認できる公的機関の証明書 
（事業主によって作成された各種届書に公的機関の受付印があるもの
又は発行したことを証する記載があるものは可） 
2.1.で事業の休止又は廃止の事実が確認できない者
Ａ.3.と同じ 
※法人事業所の事業主として、事業主個人の離職の事実を証明する証
明書でも可。 

清算人が事業主本人以外（破産管財人である弁護士など）であれば
その清算人が離職の事実を証明した証明書と住民税関係書類をもって
特例認定としていました。しかし、疑義照会回答によると法人事業所
の事業主として事業主個人の離職の事実を証明する証明書で特例認定
としても問題ないと読み取れることから、2.の添付書類まで求める必
要はないと考えます。 

失業等を理由とする免除等の申請に係る添付書類については、平成
18 年 10 月 13 日庁保険発第 1013001 号に記載されており、公共職業安
定所等公的機関が発行する書類等によって失業等の事実が確認できない場
合において、納税通知書等が添付された事業主の証明書等により失業
等の事実確認ができることを規定しています。 
本件の場合、申請者が「もともと普通徴収であった場合」と「住民

税が非課税の場合」については、納税通知書又は非課税証明書により
その事実を証明できない場合であっても、事業主の証明書により失業
等の事実確認ができるのであれば、納税通知書等の写しを添付する必
要はありません。 
また、法人事業所の事業主本人が作成した失業等の事実を証明する

証明書についても失業等の事実確認ができるのであれば、当該証明書
により失業等の事実があったものとして判断することは可能です。 

 国民年金保険
料免除申請書 

2 住所変更によ
る世帯構成変
更があった際 

国民年金法第 90 
条、第 90 条の 2 
平成 21 年 12 月 

住所変更による世帯構成変更があった際の国民年金保険料免除・納
付猶予に係る事務取扱いについて、「婚姻・離婚等により、免除申請前に
世帯変更があった場合、変更前の世帯状況を市町村役場から証明し 

婚姻・離婚以外の世帯構成の変更（転居、世帯分離等）が確認され
た場合は、実態に基づき変更の前後で個別に審査・処分を行うことが
必要と考えられます。 
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   の国民年金保
険料免除・納付
猶予申請に係
る事務取扱い
について 

28 日厚生労働省 
告示第 529 号 

てもらい、世帯変更前後それぞれの対象者で所得審査を行う。市町村
役場から世帯構成変更前の証明が得られない場合、申請者から世帯構
成変更前の申立書、対象者の所得証明書の提出を求め、それに基づき
審査を行う。」との疑義照会回答がありましたが、婚姻だけでなく、転
入、転居前の世帯状況の証明を得ることは、当県では不可能な市町村
役場がほとんどであり、申立書等による対応になると思われます。 

また、免除申請時点で承認可能期間内に住所変更があった場合、婚
姻・離婚の場合に限らず、実家から独り暮らしとなった方など、全て
において世帯構成の変更が疑われますが、過去の疑義照会では婚姻・
離婚に伴う世帯構成の変更（配偶者の有無）の場合しか言及されてい
ません。 

婚姻・離婚を伴わない住所変更による世帯構成の変更（世帯主の変
更）の場合も、上記と同じ取扱いを行う必要があるのでしょうか。 

厚生労働省告示第 529 号に定められた期間内において世帯構成の変
更があった場合は、申請書の備考欄に記入する様式となっており、記入
のあった場合は、その事実を確認した上で審査を行う必要があります
が、変更前の配偶者及び世帯主の所得状況を市町村で証明できない場
合は、申請者に対し確認できる書類を提出していただき審査を行うこ
とになり、審査すべき免除申請の範囲については、告示上に明記され
た期間内のうち当該変更の前後で個別に処分を行うことになりま
す。 
また、市町村証明等により世帯変更が判明したにもかかわらず、世

帯状況等の確認ができなかった場合は、被保険者に書類の返戻等を行
った上で、世帯変更の申立及び所得状況を明らかにする書類を提出し
ていただき審査することになります。 
なお、申請者等による世帯状況等が変更した旨の申立については、

免除申請書の備考欄を活用していただくほか、申立書等を使用されて
も問題ないと思料されます。 

 国民年金保険
料免除申請書 

3 国民年金保険
料免除の特例
認定に係る失
業の確認書類
について 

平成 15 年 3 月 31 
日庁保険発第 16 
号 
平成 18 年 10 月 
13 日庁保険発第 
1013001 号 

失業を理由とする申請免除に係る要件審査について、地方法務局が
証明する「閉鎖事項全部証明書」は、事業の休止又は廃止の事実及び
その年月日を確認できる公的機関が証明する書類として取り扱ってよ
いかご教示願います。 

「閉鎖事項全部証明書」は、設立された法人会社が解散等により、登
記簿が閉鎖されたことを証明する書類であることから、事業の休止又
は廃止の事実を確認できる公的機関の証明書に該当します。ただし、
法人会社の移転等により別の法務局の管轄になった場合にも「閉鎖事
項全部証明書」が交付されますので、内容の確認が必要になります。 
本件の場合、「閉鎖事項全部証明書」の他に「雇用保険被保険者離職票」 
等の公的機関が交付する証明書により、失業の事実を確認することがで 
きます。 

 国民年金保険
料免除申請書 

4 税制改正に伴
う国民年金法
に係る所得額
の計算方法の
変更の有無に
ついて 

― 税制改正により、「上場株式等の配当所得の申告分離課税」が創設され
たため、平成 22 年から分離課税を選択した場合、上場株式等の配当所得
が総所得金額から除かれることとなる。 

被保険者等が総合課税とするか分離課税とするかを選択すること
で、総所得金額に差が生じることとなるが、免除審査にあたり、仮に
上場株式等の配当所得について分離課税を選択した場合、分離課税を
除く総所得金額によることになるのか。 

国民年金法施行令第 6 条の 10 に規定される「所得」の範囲について
は、今般の税制改正に伴う改正は行われないことから、上場株式等の配当
所得の申告分離課税を選択した者に係る配当所得については、「所得」
から除かれることとなります。 
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整理 
 

番号 

質問  
回答 

案件 
照会に関連する

法令、条文 
内容 

 国民年金保険
料免除申請書 

5 すでに多段階
免除が承認さ
れている者の
特例による再
申請について 

― 平成 21 年 8 月 1 日に免除申請をし、多段階免除が承認となっている 
被保険者から、平成 21 年 10 月末に離職したことにより雇用保険受給 

資格者証を添付し平成 22 年 2 月 1 日に再度免除申請が行われた。 
この場合、再申請として取り扱い申請月の前月から特例認定を行う

べきか、もしくは失業を事由とする申請が申請時期によって承認期間
が相違しないために、失業日の前月まで遡及して特例認定を行うべき
か、ご教示願います。 

また、上記事例が継続申請で納付猶予が承認済みであった者の取り
扱いについてもご教示願います。 

国民年金法施行規則第 77 条の 8 第 3 項は、保険料の一部を納付する
ことを要しないものとされた被保険者が、全額免除の申請を行ったとき
は、保険料免除取消の申請を行ったものとしてみなす規定となってい
ます。 

このため、平成 21 年 7 月から平成 22 年 6 月までの期間について、 
一部免除承認となっている被保険者が、平成 22 年 2 月 1 日に全額免除
の申請を行った場合は、一部免除承認の取消申請を行ったものとみな
し、国民年金法第 90 条の 2 第 4 項の規定により申請があった日の属す
る月の前月以後の全額免除の申請にかかる審査・処分を行うこととなる
ため、一部免除承認期間は、平成 21 年 7 月から平成 21 年 12 月までと
なります。 
また、平成 17 年 3 月 29 日付け庁保険発第 0329004 号「国民年金法

等の一部を改正する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」に
より、特例免除に関する取扱いは、当該事由が生じた日の属する月の
前月以降の期間となるため、本件に係る全額免除承認期間は、平成22 
年 1 月から平成 22 年 6 月までとなります。 
なお、継続申請による若年者納付猶予にかかる取扱いも同様となり

ます。 

 国民年金保険
料免除申請書 

6 所在がわから
ない配偶者の
所得審査につ
いて 

― 免除の申請があった被保険者は、配偶者と別居し所在が不明な状態
である。 
過去の疑義照会回答により、「住民票が別であっても配偶者がいる場合

は、免除の所得審査の対象とすべき」と回答されているが、所在がわから
なく所得の確認できる書類を添付することができない場合の対応につ
いてご教示願いたい。 

国民年金保険料の免除等は、被保険者本人に加え、配偶者について
も所得審査の対象とされています（国民年金法第 90 条等）。 

単に、配偶者の所在が不明となっている場合、現行法上、離婚手続 
（注）を行わない限り、引き続き婚姻が継続しているものとして取り
扱います。 
したがって、所在不明となっている配偶者が所得申告をしていない

ために所得の確認ができない場合は、免除の要件に不備があることを
理由として却下処分を行うこととなります。 

 

（注） 離婚手続について 
① 現行法上、離婚の方法は、協議離婚（民法第 763 条、第 764 条）、 
調停離婚（家事事件手続法第 268 条第 1 項）、審判離婚（家事事件手続 
法第 284 条第 1 項）、裁判離婚（民法第 770 条）及び裁判上の和解・認 
諾による離婚の 5 種類がある。離婚しようとする場合は戸籍法に基づ 
き届出することを要する（戸籍法第 76 条、第 77 条）。 
② 夫婦の身分関係は、民事法等において基本となる関係であり、公
共的性質を有しているものであるため、離婚にあたっては、画一的に
身分関係を確定するための対世効(※)を持たせることが必要であり、
これを担保するため、人事訴訟法等の法令に基づく手続によることが
必要とされていること。 
③ 離婚原因の事実認定においては、当事者による申立てだけでは足り
ず、当事者及びその利害関係人等に対し、人事訴訟法等に基づく詳細
な調査が実施されている。 
(※)対世効とは、訴訟当事者だけでなく、第三者にも認められる判決
の効力 
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法令、条文 
内容 

2014/07/17 

更新 
国民年金保険
料免除申請書 

7 免除申請書に
おいて市町村
で確認する地
方税法上の障
害者・寡婦の取
扱いについて 

― 平成 22 年 7 月に平成 22 年度の免除申請を行った被保険者が、前年 
は寡婦であり寡婦特例控除を受けていたが本年 2 月に婚姻したことに
より今年度の免除申請時点では寡婦でなくなっている場合、市町村確
認欄の地方税法上の障害者・寡婦の欄は前年の所得内容にあわせて寡
婦として取り扱うべきか。 

または、免除申請時点では婚姻していることから寡婦には該当しな
いものとして取り扱うべきか。 

国民年金法（以下「国年法」という。）第 90 条第 1 項において「次
の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生
労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたも
のを除き、これを納付することを要しないものとし、申請があった日以
後、当該保険料に係る期間を第 5 条第 4 項に規定する保険料全額免除期
間に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の
各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。」と、さらに、第 
1 号において、「前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じ
て、政令で定める額以下であるとき。」と規定されており、世帯主及び配偶
者の認定や所得要件の判定は、いずれも被保険者等から免除の申請があっ
た時点において行われることになります。 
したがって、申請に対する審査を行う場合、配偶者の所得審査は必

要となりますが、被保険者は前年の 12 月 31 日現在において寡婦であ 
ったことから、国年法 90 条第 1 項第 1 号のみならず、第 4 号に規定す 
る寡婦（国民年金法施行令第 6 条の 8 で規定する額）であるものとし
て審査することになります。 



疑義照会回答（国民年金 保険料） 

8 

 

 

 

 
掲載日 

 
区分 

整理 
 

番号 

質問  
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案件 
照会に関連する

法令、条文 
内容 

 国民年金保険
料免除・納付猶
予取消申請書 

1 免除の取消申
請の取消期間
について 

国民年金法第 90 
条第 3 項 

国民年金法第 90 条第 3 項では、免除の取消は「取消申請があった日
の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すこと
ができる。」とありますが、取消の始期を申請月の前月と限定することな
く、申請日の属する月の前月以後の希望する任意の月より将来に向かって
免除取消を行うことは可能でしょうか。 

 

＜事例＞ 
平成 22 年 7 月から平成 23 年 6 月まで全額免除が承認されている被 

保険者が、平成 23 年 4 月分からの 1 年前納を行うために免除取消を希 
望している場合、同法第 90 条第 3 項の「前月以後」を取消の始期であ 

ると解釈すると、平成 23 年 5 月中に取消申請を行わなければならず、
その場合、1 年前納の機会を損失します。 

「前月以後」とは単に免除を取り消すことが可能となる範囲を示し
ているにすぎず、前月以後の将来の期間であればどの時点からでも取
消申請は可能であると解釈することが妥当と思われます。 

よって、本件については、平成 23 年 4 月中に取消申請があった場合 
でも、希望する平成 23 年 4 月からの免除取消を行うことが可能である
と考えます。 

国民年金法第 90 条第 3 項の趣旨は、同条第 1 項により免除を承認さ
れた期間について、同処分を取り消す場合に、効果を遡って申請時に認
められた時点まで取り消すと納付期限を経過して未納となってしまう
期間が発生してしまうため、前月以降の期間を取り消すことができる
ことを規定しています。 
同法第 90 条第 3 項には、「…当該申請があった日の属する月の前月以

後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。」と規定
されていることから、申請日の属する月の前月以後の各月については任意
で免除期間を取り消すことができます。 
ただし、免除取消の始期は申請があった日の属する月の前月以後の

任意の月を指定できますが、当該任意の月以後は免除対象の終期まで
取り消すことになります。 

なお、国民年金法第 90 条の 2 第 4 項（多段階免除）及び国民年金法 
平成 16 年改正法附則第 19 条第 3 項（若年者納付猶予）についても同
様の取扱いとなります。 

 国民年金保険
料免除・納付猶
予取消申請書 

2 学生納付特例
被保険者の取
消申請におけ
る法律的根拠
について 

― 免除申請の処分を受けた被保険者からの取消申請があった場合と学
生納付特例の処分を受けた被保険者から取消申請があった場合の違い
について 

全額免除者（国民年金法 90 条）多段階免除者（国民年金法 90 条の 2） 
には、それぞれ、「国民年金法第 90 条第 3 項」により取消しができる
旨法律本文で整備され、「申請があった月の前月以後の各月の保険料につ
いて、当該処分を取り消すことができる」となっている。 
また、施行規則第 77 条の 8 において、提出方法等が明記されている。
しかし、学生納付特例者（国民年金法第 90 条の 3）には、学生納付 

特例の不該当の届については、国民年金法施行規則第 77 条の 9 第 1 項 
「学生で無くなった場合の申請」に、取り消し申請は、国民年金法施
行規則第 77 条の 9 第 3 項「取消し申請においても準用する」と、それぞ
れ規定してありますが、国民年金法に、取消しができる法文やその対象月
分が明記されておりません。 
通常、国民年金法 90 条の 3 法文上「学生等である被保険者又は学生等

であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定
する期間（学生等である期間又は学生等であった期間に限る。）」と、あ
ることから「承認期間は学生でなくなった月」までを承認期間とし、
その翌月から保険料の納付義務が発生としている。 
では、取消届は、「学生納付特例期間は申請のあった日の属する月の前

月まで」とし、申請のあった月分から納付義務が生じるとしている。 
「国民年金法第 90 条第 3 項」は「申請があった日の属する月の前月以

後」であるが、適用されないため、この回答による取り扱いとしている。 
法律条文にない取り扱いは果たして可能なのかとの疑問が生じる。

法的根拠等ご教示願いたい。 

国民年金法第 90 条及び第 90 条の 2 の規定による処分を受けている
被保険者が当該処分の取消申請を行う場合の取扱いについては、同条に
規定されており、「当該申請があった日の属する月の前月以後の各月の保
険料について、当該処分を取り消すことができる。」と規定されています。 
一方、国民年金法第 90 条の 3 の規定による処分を受けている被保険

者が当該処分の取消申請を行う場合の取扱いについては、国民年金法施
行規則第 77 条の 9 第 3 項に規定されており、学生納付特例の承認を受け
ている学生等である被保険者又は学生等であった被保険者が保険料を納付
することを目的として当該処分の取消申請を行った場合は、当該処分
全体を取消しすることとなります。 
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 国民年金保険
料学生納付特
例申請書 

1 学生納付特例
不該当届につ
いて 

国民年金法第 90 
条の 3 
国民年金法施行規
則第 77 条の 9 

学生納付特例不該当届の「学生でなくなった日」については、疑義
照会の回答により、退学の場合は、退学した日までは学生であったも
のであることから、退学した日の翌日が該当するとされています。 

また、退学の場合においては、退学した日までは学生であることか
ら、退学した日が属する月までは学生である期間又は学生であった期
間として、学生納付特例が承認されることになるとされています。 

学生納付特例不該当届が退学により提出された場合、業務処理マニ
ュアルによると、学生でなくなった日の翌月分から保険料の納付義務
が発生することとされているため、疑義照会の回答のとおり学生でな
くなったときを退学した日の翌日と解釈すると、退学の日が月末の場
合、翌々月から保険料が発生することになると思われます。 

しかし、過去の疑義照会回答によると、退学した日が属する月まで
が学生である期間又は学生であった期間として、学生納付特例が承認
されるため、退学した日の属する月の翌月から保険料が発生するため、解
釈の仕方によって 1 ヵ月の差が生じてしまいます。 

そのため、月末退学の場合の学生納付特例不該当届の取扱いについ
てどのように取り扱えばよいかご教示願います。 

国民年金法第 90 条の 3 には、学生納付特例期間について「学生等であ
る期間又は学生等であった期間に限る。」と規定されていることから、学生
等である期間又は学生等であった期間までが学生納付特例期間であると判
断できます。 
したがって、学生納付特例を承認されている学生等から退学等によ

り学生納付特例不該当の届出があった場合は、学生であった月の翌月
分から国民年金保険料の納付義務が発生することになります。 
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 国民年金保険
料還付請求書 

1 遺言により受
遺者となった
従兄弟からの
国民年金保険
料還付請求に
ついて 

国民年金法施行令
第 9 条第 1 項国
民年金法施行規則
第 80 条第 1 
項、第 2 項 
民法第 887 条、第 
889 条、第890 条、 
第 964 条、第 990 
条、第 1006 条、 
第 1010 条、第 
1012 条 

被保険者が死亡した場合の前納保険料の還付請求は、国民年金法施
行令第 9 条第 1 項により、被保険者の相続人が行うこととされていま
す。 

通常、被相続人の従兄弟は相続人とはなりませんが、遺言により受
遺者となった従兄弟が国民年金保険料の還付請求を行うことは可能で
しょうか。 

国民年金保険料を前納した被保険者が死亡した場合の還付について
は、国民年金法施行令第 9 条第 1 項により、死亡した被保険者の相続
人の請求に基づき行うことになっていることから、被相続人の遺言によ
り受遺者になる者についても、保険料の還付請求を行うことができる
者となることから、本件の遺言により受遺者となった従兄弟について
は、保険料還付請求を行うことができます。 
なお、特定の財産を指定して与える「特定遺贈」による特定受遺者

の場合については、遺言により還付となる保険料の対象年月等につい
て指定がない限り、請求者となることはできません。 

 国民年金保険
料還付請求書 

2 死亡者に係る
還付請求権に
ついて 

民法第 739 条、第 
890 条 

以下の例の場合、被保険者が死亡した当時夫であった方は、再婚後
に判明した国民年金保険料の還付請求についても国民年金保険料の還
付請求権者となるでしょうか。 

 

＜例＞ 
平成 10 年 4 月 被保険者死亡 
平成 20 年 7 月 被保険者の死亡した当時夫であった方が再婚 
平成 25 年 2 月 被保険者の年金記録が、厚生年金保険加入期間と国

民年金加入期間で重複していたことが判明したことにより、国民年金保
険料還付決定決議される。 

民法第 890 条において、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と
規定されていることから、相続開始時に配偶者であれば、後に再婚したと
しても元配偶者の相続人になるため、元配偶者の国民年金保険料の還
付請求権者となります。 

ただし、配偶者には内縁関係の者は含まれません。（民法第 739 条） 



疑義照会回答（国民年金 保険料） 

11 

 

 

 

 
掲載日 

 
区分 

整理 
 

番号 

質問  
回答 

案件 
照会に関連する

法令、条文 
内容 

 その他 1 成年後見人に
国民年金保険
料納付書等の
別送扱いがで
きるか 

― 民法に、 
（成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮） 
第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び

財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を
尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなら
ない。 
（財産の管理及び代表） 
第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財

産に関する法律行為について被後見人を代表する。 
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用す

る。 
とあります。 

また、口語民法（補訂 4 版）自由国民社Ｐ411 に 
① 後見人は、後見される者の財産を管理し、またその財産に関する取

引きその他の行為について、後見されるものに代わって代理人とし
て行動できる。 

② 略 
とあります。 
このことから、国民年金保険料の支払い、免除申請等が財産の管理

に当たるかどうかということが問題になると思われます。 
国民年金保険料の支払い、免除申請等は被保険者にとって、現在も

将来的にも重要な関心事であり、その支払い等は広い意味での財産の
管理になると判断します。 
したがって、「登記事項証明書又は審判書の原本を添付してもらい成年

後見人であることを証明してもらう。成年後見人ということがわかれば納
付書等の別送扱いができる。」と結論します。 

上記のとおりですが、取扱いについて通知、諸規定等に明示されて
いないため、機構本部へ照会いたします。 

成年後見人は、民法第 858 条において、成年被後見人の生活、療養
看護及び財産の管理に関する事務を行い、成年被後見人の意思を尊重
し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない
と規定されています。 
また、財産管理とは、成年被後見人の財産内容の正確な把握、年金

の受領、必要な経費（税金・社会保険料等）の支出といった出納の管
理、預貯金の通帳や保険証書などの保管などを行うことであり、成年
後見人には成年被後見人の財産に関して全面的な代理権が与えられ、
成年被後見人の財産上の手続き及び成年被後見人のための費用の管
理・支出は、すべて成年後見人が代わって行うこととなります。 

以上のことから、成年被後見人にかかる国民年金保険料の納付手続
き及び支払い（計画も含む）については、成年後見人が行う職務であ
るものと考えられるため、成年後見人より納付書の送付依頼があった
場合は、成年後見人であることを、必ず登記事項証明書または、審判
書及び確定証明書の原本によって確認し、送付することとなります。
なお、窓口による交付依頼があった場合は、成年後見人である確認及
び身分証明書によって本人の確認を行い、納付書の交付を窓口で行 

うこととなります。 

 


